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平
成
24
年
度
か
ら
国
の
事
業
で
、

青
年
の
就
農
意
欲
の
喚
起
と
就
農
後

の
定
着
を
図
る
た
め
、
就
農
前
の
研

修
期
間
（
２
年
以
内
）
お
よ
び
経
営

が
不
安
定
な
就
農
直
後（
５
年
以
内
）

の
所
得
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に

新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
給
付
要
件
に
つ
い
て
は
今

後
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、随
時
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

青
年
就
農
給
付
金
制
度
が

　
　
　
　
　
　

創
設
さ
れ
ま
し
た

●
準
備
型

　

都
道
府
県
が
認
め
る
都
道
府
県
農

業
大
学
校
や
先
進
農
家
・
先
進
農
業
法

人
な
ど
で
研
修
を
受
け
る
就
農
者
は
、

最
長
２
年
間
、
年
間
1
５
０
万
円
の
給

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

給
付
の
主
な
要
件
（
す
べ
て
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

１
．
就
農
予
定
時
の
年
齢
が
、
原
則

　

45
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
経
営
者

　

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
強
い
意

　

欲
を
有
し
て
い
る
こ
と

２
．
独
立
・
自
営
就
農
ま
た
は
雇
用

　

就
農
を
目
指
す
こ
と

３
．
研
修
計
画
が
次
の
基
準
に
適
合

　

し
て
い
る
こ
と

・
都
道
府
県
が
認
め
た
研
修
機
関
・

　

先
進
農
家
・
先
進
農
業
法
人
で
、

　

お
お
む
ね
１
年
以
上
（
１
年
に
つ

　

き
お
お
む
ね
1
２
０
０
時
間
以
上

　

研
修
す
る
こ
と

４
．
常
勤
の
雇
用
契
約
を
締
結
し
て

　

い
な
い
こ
と

５
．
生
活
保
護
、
求
職
者
支
援
制
度

　

な
ど
、
生
活
費
を
支
給
す
る
国
の

　

ほ
か
の
事
業
と
重
複
受
給
で
な
い

　

こ
と

●
経
営
開
始
型

　

新
規
就
農
さ
れ
る
方
に
、
農
業
を

始
め
て
か
ら
経
営
が
安
定
す
る
ま
で

最
長
５
年
間
、
年
間
1
５
０
万
円
を

給
付
し
ま
す
。

※
平
成
20
年
４
月
以
降
に
独
立
・
自

営
就
農
し
た
方
に
つ
い
て
も
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
給
付
は
就
農
後
５
年

度
目
ま
で
。

※
た
だ
し
、
親
元
に
就
農
す
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
次
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

親
の
経
営
か
ら
独
立
し
た
部
門
経
営
を

行
う
場
合
や
、
親
の
経
営
に
従
事
し
て

か
ら
５
年
以
内
に
継
承
す
る
場
合
は
、

そ
の
時
点
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

給
付
の
主
な
要
件
（
す
べ
て
を
満

た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

１
．
就
農
予
定
時
の
年
齢
が
、
原
則

　

45
歳
未
満
で
あ
り
、
農
業
経
営
者

　

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
強
い
意

　

欲
を
有
し
て
い
る
こ
と

２
．
独
立
・
自
営
就
農
で
あ
り
、
次

　

の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

・
農
地
の
所
有
権
ま
た
は
利
用
権
を
給

　

付
対
象
者
が
有
し
て
お
り
、
原
則
と

　

し
て
給
付
対
象
者
の
所
有
と
親
族
以

　

外
か
ら
の
貸
借
が
主
で
あ
る

・
主
要
な
機
械
・
施
設
を
給
付
対
象

　

者
が
所
有
ま
た
は
借
り
て
い
る

・
生
産
物
や
生
産
資
材
な
ど
を
給
付
対

　

象
者
の
名
義
で
出
荷
・
取
引
す
る

・
給
付
対
象
者
の
農
産
物
な
ど
の
売

　

上
げ
や
経
費
の
支
出
な
ど
の
経
営

　

収
支
を
、
給
付
対
象
者
の
名
義
の

　

通
帳
お
よ
び
帳
簿
で
管
理
す
る

３
．
経
営
開
始
計
画
が
次
の
基
準
に

　

適
合
し
て
い
る
こ
と

・
独
立
、
自
営
就
農
５
年
後
に
は
農

　

業
（
自
ら
の
生
産
に
係
る
農
産
物

　

を
使
っ
た
関
連
事
業（
加
工
品
製
造
、

　

直
接
販
売
、農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
）

　

も
含
む
）
で
生
計
が
成
り
立
つ
実
現

　

可
能
な
計
画
で
あ
る
こ
と

４
．
市
町
村
が
作
成
す
る
人
・
農
地

　

プ
ラ
ン
（
※
１
）
に
位
置
づ
け
ら

　

れ
て
い
る
こ
と
（
ま
た
は
、
位
置

　

づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る

　

こ
と
）

５
．
生
活
保
護
、
求
職
者
支
援
制
度

　

な
ど
、
生
活
費
を
支
給
す
る
国
の

　

ほ
か
の
事
業
と
重
複
受
給
で
な
い

　

こ
と

※
１
．
国
の
新
規
事
業
と
し
て
、
市

が
作
成
す
る
も
の
で
、
地
域
農
業
の

在
宅
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

　

7
月
31
日
現
在
を
基
準
日
と
し

て
、
満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅

で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
の
う

ち
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す

る
場
合
は
、介
護
慰
労
金
（
10
万
円
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
支
給
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

▼
支
給
要
件

・
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
内

　

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

・
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
要
介
護

　

4
ま
た
は
5
と
認
定
さ
れ
て
い
る
方

・
基
準
日
よ
り
過
去
1
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な

　

い
方
（
１
週
間
ま
で
の
シ
ョ
ー
ト

　

ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
） 

・
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
民

　

税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

▼
申
請
期
間
…
8
月
１
日
㈬
〜
31
日

　

㈮
（
土
、
日
を
除
く
）

あ
り
方
や
地
域
の
中
心
と
な
る
経
営

体
を
定
め
る
も
の
。　

　

 

谷
和
原
庁
舎
産
業
経
済
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
５
６
）

問

　

 　

  
伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課  

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
７
３
）

問
申

不
動
産
公
売
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
で
は
、

一
般
の
方
も
参
加
で
き
る
入
札
に
よ

り
、
不
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

▼
日
時
…
９
月
４
日
㈫　

午
後
０
時

　

50
分
か
ら

▼
場
所
…
茨
城
県
水
戸
合
同
庁
舎
２

　

階
大
会
議
室
（
水
戸
市
柵
町
１
丁

　

目
３
番
１
号
）

▼
公
売
対
象
不
動
産

○
売
却
区
分
番
号
…
24
‐
31
／
見
積

　

価
格
…
6
０
３
万
円
／
公
売
保
証

　

金
…
61
万
円

・
土
地
…
寺
畑
字
西
郷
40
番
１
／
宅

　

地
／
７
６
０
．
60
㎡
・
建
物
…
寺

　

畑
字
西
郷
40
番
１
／
居
宅
／
木
造

　

瓦
ぶ
き
２
階
建
／
床
面
積
…
１
階

　

98
．
53
㎡
、
２
階
62
．
10
㎡
・
附

　

属
建
物
…
車
庫
／
軽
量
鉄
骨
造
亜

　

鉛
メ
ッ
キ
鋼
板
ぶ
き
平
家
屋
建
／

　

床
面
積
…
33
．
00
㎡

○
売
却
区
分
番
号
24
‐
32
／
見
積
価

　

格
…
１
９
３
万
円
／
公
売
保
証
金

　

…
20
万
円

・
土
地
…
寺
畑
字
西
郷
39
番
／
山
林

　

／
６
１
８
㎡

※
中
止
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

・ 

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構　

☎
０
２
９
‐
２
２
５
‐
１
２
２
１
・

伊
奈
庁
舎
収
納
対
策
室　

☎
58
‐

２
１
１
１
（
内
線
1
１
４
１
）

問

） 、




